
 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

会場地市町村選定基準 

 

 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

における会場地市町村は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会

会場地市町村選定基本方針に基づき、次により選定する。 

 

１ 選定の対象 

  正式競技と特別競技の会場地市町村とする。 

  なお、公開競技、デモンストレーションスポーツ、全国障害者スポーツ大会のオープ

ン競技については、別途選定する。 

 

２ 選定の基準 

  次の基準により、総合的な判断、評価のもとに選定する。 

 （１）施設所有者の同意を前提として、市町村の開催希望と競技団体の意向が原則とし 

て合致していること。 

 （２）同一競技を複数の市町村に分けて実施する場合は、大会運営に支障をきたさない 

こと。 

（３）競技施設は、「国民体育大会開催基準要項細則（公益財団法人日本スポーツ協

会）」で定める施設基準（以下「施設基準」という。）を踏まえ、施設の新設・改

修等に当たっては、大会開催後の地域スポーツ振興への有効的な活用を考慮するこ

と。 

なお、施設の状況等によっては、施設基準の弾力的な運用を関係機関に対し要請 

する。 

（４）競技役員等の確保、付帯施設（観客席、駐車場、練習会場等）の整備、各種競技

会の開催実績、地域住民ボランティアとしての参画など大会運営に必要な環境や体

制が十分整えられること。 

 （５）選手・役員の輸送及び交通手段並びに宿舎を確保できること。 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年(2017 年)10 月 30 日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和 2 年(2020 年)7 月 6 日

第 ６ 回 常 任 委 員 会 決 定 



 

〔参考〕選定の手続き（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国民スポーツ大会】 【全国障害者スポーツ大会】 

 

 

 

 

 

 

・会場地市町村選定（案）の作成 

 ⇒ 総務企画専門委員会にて審議 

 

 

・会場地市町村選定（素案）の作成 

 ⇒ 全国障害者スポーツ大会専門 

委員会にて検討 

 

 

・会場地市町村選定（案）の作成 

 ⇒ 総務企画専門委員会にて審議 

 

・市町村競技開催意向調査の実施 
・競技団体会場地希望調査の実施 

・施設現地確認 
・市町村・競技団体のヒアリング、協議、調整 

・会場市町村の選定 
 → 常任委員会にて審議、決定 


